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　昨年６月30日から「新寄付税制」が始まり、
また、今年４月からは「改正ＮＰＯ法」が施
行されます。これは、ＮＰＯにとっても、寄付
者にとってもメリットが増えます。そこで、
具体的にどのように変わるかを知るための学
習会を次のとおり開催します。
■対象者＝ＮＰＯをはじめとする市民活動団
体関係者や一般市民。
■と　き＝３月22日㊍ 午後１時30分から同
４時まで（同１時から受け付け。休けい、
質問時間を含む）
■ところ＝市男女共同参画センターぽぽらす
（東町）
■内　容＝新寄付税制と改正NPO法について。

■講　師＝シーズ・市民活動を支える制度
をつくる会　プログラムディレクター
（http://www.npoweb.jp/）
■参加料＝無料。
■定　員＝40人（先着順）。
■申込期限＝３月19日㊊。
■申込方法＝ＦＡＸまたは電子メール（住
所、氏名、連絡先、所属する団体があれ
ば団体名を記入）で、市男女共同参画セ
ンターぽぽらすへお申し込みください。

〔ＦＡＸ〕㉓3055
〔電子メール〕
　　　danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp

新寄付税制と改正NPO法の学習会を開催新寄付税制と改正NPO法の学習会を開催 市民活動団体調査を実施しています市民活動団体調査を実施しています市民活動団体調査を実施しています市民活動団体調査を実施しています

 【問い合わせ先】市男女共同参画センターぽぽらす☎㉓8200 【問い合わせ先】市男女共同参画センターぽぽらす☎㉓8200

　市では、市内に団体の所在地がある市民活動
団体の調査を実施しています。次の要件に該当
する団体の皆さんは、ぜひご登録ください。
※「市民活動」とは、市民による不特定多数の
人の利益になることを目的とした非営利活動
で、地域社会の発展に役立ち、その活動が市
民に支持され、波及的効果をおよぼすことが
期待できる活動です。
■要　件＝①市内に所在地がある②団体の活動
範囲に天草市が含まれている③規約、会則等
で団体の運営方法などが決まっており、会員
の入会・退会に関して不当な条件をつけてい
ない④おおむね５人以上で構成されている⑤
営利目的の団体でない⑥宗教的、政治的・反
社会的活動を目的としていない。
■調査（団体登録）期限＝３月23日㊎。

■登録方法＝市男女共同参画センターぽぽらす
または牛深支所・総務振興課、その他の支所・
総務市民課に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、同センターへ提出してください。な
お、申請書は市のホームページからも取得で
きます。

〔郵送・持参〕〒863－0033市内東町13－1
　　　　　　市男女共同参画センターぽぽらす
〔ＦＡＸ〕㉓3055
〔電子メール〕danjyokyodo@city.amakusa.lg.jp
■活用方法＝市のホームページなどで公開する
ほか、各種セミナーや講演会、国・県・市・
財団などの助成金情報の提供に使用します。
また、市のさまざまな施策を検討するうえで
必要なアンケートなどにもご協力いただくこ
とがあります。

　県では、地域共有の貴重な資源である地下
水の水質・水量の問題発生を未然に防止し、
地下水を守りぬくため、熊本県地下水保全条
例の一部を改正します。

❶地下水を｢公共水｣と位置付ける❷対象化学
物質の使用の抑制などを努力義務とする❸水
質事故時の公表について規定する❹対象事業
場などの施設の定期点検・整備を努力義務と
する❺硝酸性窒素など汚染対策の推進を規定
する❻一定規模以上（重点地域〔熊本地域を
想定〕：吐出口の断面積が19㎝2（直径約５㎝）
以上、重点地域以外の地域：吐出口の断面積
が125㎝2（直径約12.6㎝）以上）の地下水採
取に対し許可制を導入する❼重点地域内で吐
出口の断面積が19㎝2を超える自噴井戸によ
る地下水採取に対し届出制を導入する❽地下
水採取の届出期限を現行の地下水採取の７日
前から30日前に見直す❾許可対象者に節水・
水利用合理化の取り組みを求めるなど地下水
の合理的な使用に関する対策を規定する10地
下水採取量に応じた地下水の涵養に関する対
策を規定する11地下水採取の許可制導入など
に伴い罰則を追加する。

※①～⑤は４月１日から、⑥～⑪は10月１日
から施行されます。

【問い合わせ先】熊本県環境生活部環境局
環境立県推進課☎096（333）2272

熊本県地下水保全条例の
一部が改正されます
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３
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